
平
成
三
十
年
四
月
六
日
受
領

答
弁
第
一
八
九
号

内
閣
衆
質
一
九
六
第
一
八
九
号

平
成
三
十
年
四
月
六
日

内
閣
総
理
大
臣

安

倍

晋

三

衆

議

院

議

長

大

島

理

森

殿

衆
議
院
議
員
奥
野
総
一
郎
君
提
出
日
本
年
金
機
構
の
デ
ー
タ
入
力
外
部
委
託
に
関
す
る
質
問
に
対
し
、
別
紙
答
弁
書
を
送
付

す
る
。



衆
議
院
議
員
奥
野
総
一
郎
君
提
出
日
本
年
金
機
構
の
デ
ー
タ
入
力
外
部
委
託
に
関
す
る
質
問
に
対
す
る
答
弁
書

一
に
つ
い
て

お
尋
ね
の
「
事
業
内
容
」
の
意
味
す
る
と
こ
ろ
が
必
ず
し
も
明
ら
か
で
は
な
い
が
、
日
本
年
金
機
構
（
以
下
「
機
構
」
と

い
う
。
）
か
ら
は
、
機
構
が
発
足
し
た
平
成
二
十
二
年
一
月
以
降
の
機
構
と
株
式
会
社
Ｓ
Ａ
Ｙ
企
画
（
以
下
「
Ｓ
Ａ
Ｙ
企
画
」

と
い
う
。
）
と
の
契
約
に
係
る
①
契
約
年
月
日
、
②
契
約
件
名
及
び
③
契
約
額
は
次
の
と
お
り
で
あ
る
と
聞
い
て
い
る
。

①
平
成
二
十
二
年
四
月
一
日

②
健
康
保
険
・
厚
生
年
金
保
険
適
用
関
係
届
書
パ
ン
チ
委
託
（
東
京
都
）
（
協
会
け
ん
ぽ

分
）

③
約
六
百
五
十
万
円

①
平
成
二
十
三
年
一
月
二
十
六
日

②
平
成
二
十
二
年
公
的
年
金
加
入
状
況
等
調
査
の
デ
ー
タ
入
力
業
務

③
約
二
百
四

十
万
円

①
平
成
二
十
四
年
九
月
四
日

②
第
三
号
被
保
険
者
該
当
届
書
パ
ン
チ
（
Ｃ
Ｄ
／
Ｄ
Ｖ
Ｄ
作
成
）
委
託

③
約
八
百
万
円

①
平
成
二
十
四
年
十
月
三
日

②
扶
養
親
族
等
申
告
書
デ
ー
タ
入
力
業
務
委
託

③
約
三
百
四
十
万
円

①
平
成
二
十
五
年
十
一
月
十
二
日

②
平
成
二
十
五
年
公
的
年
金
加
入
状
況
等
調
査
の
デ
ー
タ
入
力
業
務

③
約
四
百
三

十
万
円

一



①
平
成
二
十
六
年
七
月
八
日

②
磁
気
媒
体
（
Ｃ
Ｄ－

Ｒ
Ｗ
）
に
よ
る
所
得
情
報
依
頼
結
果
媒
体
作
成
業
務
委
託

③
約

百
十
万
円

①
平
成
二
十
六
年
八
月
七
日

②
厚
生
年
金
被
保
険
者
名
簿
等
の
氏
名
追
加
の
パ
ン
チ
入
力
作
業

③
約
五
百
万
円

①
平
成
二
十
六
年
八
月
八
日

②
執
行
停
止
付
属
調
書
パ
ン
チ
委
託

③
約
三
百
二
十
万
円

①
平
成
二
十
六
年
九
月
三
日

②
国
民
年
金
保
険
料
免
除
・
納
付
猶
予
申
請
書
等
Ｏ
Ｃ
Ｒ
帳
票
転
記
作
成
委
託

③
約
二

千
七
百
六
十
万
円

①
平
成
二
十
六
年
九
月
三
日

②
国
民
年
金
第
三
号
被
保
険
者
該
当
届
パ
ン
チ
（
Ｃ
Ｄ
／
Ｄ
Ｖ
Ｄ
作
成
）
委
託

③
約
千

二
百
六
十
万
円

①
平
成
二
十
六
年
九
月
十
二
日

②
「
国
民
年
金
被
保
険
者
実
態
調
査
（
郵
送
調
査
）
に
係
る
デ
ー
タ
入
力
業
務
」

③

約
百
七
十
万
円

①
平
成
二
十
六
年
九
月
三
十
日

②
扶
養
親
族
等
申
告
書
デ
ー
タ
入
力
業
務

③
約
三
百
九
十
万
円

①
平
成
二
十
六
年
十
二
月
三
日

②
磁
気
媒
体
（
Ｃ
Ｄ－

Ｒ
Ｗ
）
に
よ
る
所
得
情
報
依
頼
結
果
媒
体
（
文
京
区
分
）
作
成

業
務

③
約
三
十
万
円

二



①
平
成
二
十
七
年
三
月
二
十
日

②
住
民
税
情
報
デ
ー
タ
作
成
等
業
務

③
約
百
五
十
万
円

①
平
成
二
十
七
年
七
月
七
日

②
磁
気
媒
体
（
Ｃ
Ｄ－

Ｒ
Ｗ
）
に
よ
る
所
得
情
報
依
頼
結
果
媒
体
作
成
業
務
委
託

③
約

九
十
万
円

①
平
成
二
十
七
年
八
月
七
日

②
執
行
停
止
付
属
調
書
パ
ン
チ
委
託

③
約
三
百
万
円

①
平
成
二
十
七
年
八
月
三
十
一
日

②
国
民
年
金
第
三
号
被
保
険
者
該
当
届
パ
ン
チ
（
Ｃ
Ｄ
／
Ｄ
Ｖ
Ｄ
作
成
）
委
託

③

約
千
八
百
六
十
万
円

①
平
成
二
十
七
年
九
月
八
日

②
厚
生
年
金
保
険
業
態
別
規
模
別
適
用
状
況
調
集
計
業
務
委
託

③
約
四
十
万
円

①
平
成
二
十
七
年
十
月
七
日

②
年
末
調
整
審
査
等
業
務

③
約
六
百
六
十
万
円

①
平
成
二
十
七
年
十
月
二
十
一
日

②
磁
気
媒
体
（
Ｃ
Ｄ－

Ｒ
Ｗ
）
に
よ
る
所
得
情
報
依
頼
結
果
媒
体
（
文
京
区
分
）
作

成
業
務

③
約
四
十
万
円

①
平
成
二
十
七
年
十
一
月
二
十
五
日

②
国
民
年
金
被
保
険
者
名
簿
の
電
子
画
像
化
及
び
索
引
デ
ー
タ
の
作
成
業
務

③

約
六
十
万
円

①
平
成
二
十
七
年
十
二
月
一
日

②
「
お
客
様
満
足
度
ア
ン
ケ
ー
ト
」
回
答
票
デ
ー
タ
入
力
業
務

③
約
六
十
万
円

三



①
平
成
二
十
八
年
一
月
十
三
日

②
付
加
保
険
料
の
特
例
納
付
申
込
書
デ
ー
タ
入
力
業
務

③
約
百
八
十
万
円

①
平
成
二
十
八
年
三
月
三
十
一
日

②
住
民
税
情
報
デ
ー
タ
作
成
等
業
務

③
約
二
百
六
十
万
円

①
平
成
二
十
八
年
四
月
十
一
日

②
付
加
保
険
料
の
特
例
納
付
申
込
書
デ
ー
タ
入
力
業
務

③
約
百
万
円

①
平
成
二
十
八
年
六
月
十
日

②
年
金
返
納
金
に
か
か
る
返
納
金
額
計
算
及
び
債
務
者
調
査
結
果
の
入
力
等
業
務

③
約

八
百
六
十
万
円

①
平
成
二
十
八
年
七
月
四
日

②
磁
気
媒
体
（
Ｃ
Ｄ－

Ｒ
Ｗ
）
に
よ
る
所
得
情
報
依
頼
結
果
媒
体
作
成
業
務
委
託

③
約

百
万
円

①
平
成
二
十
八
年
九
月
六
日

②
厚
生
年
金
保
険
業
態
別
規
模
別
適
用
状
況
調
集
計
業
務

③
約
五
十
万
円

①
平
成
二
十
八
年
十
月
七
日

②
年
末
調
整
審
査
等
業
務

③
約
七
百
十
万
円

①
平
成
二
十
八
年
十
月
二
十
一
日

②
デ
ー
タ
入
力
委
託
業
務
「
平
成
二
十
八
年
公
的
年
金
加
入
状
況
等
調
査
」

③
約

四
百
八
十
万
円

①
平
成
二
十
八
年
十
一
月
二
十
五
日

②
国
民
年
金
第
三
号
被
保
険
者
該
当
届
パ
ン
チ
（
Ｃ
Ｄ
／
Ｄ
Ｖ
Ｄ
作
成
）
委
託

③
約
千
五
百
三
十
万
円

四



①
平
成
二
十
九
年
八
月
九
日

②
扶
養
親
族
等
申
告
書
・
個
人
番
号
申
出
書
デ
ー
タ
入
力
及
び
画
像
化
業
務

③
約
一
億

八
千
二
百
五
十
万
円

①
平
成
二
十
九
年
九
月
五
日

②
磁
気
媒
体
（
Ｃ
Ｄ－

Ｒ
）
に
よ
る
所
得
情
報
依
頼
結
果
媒
体
作
成
業
務
【
南
関
東
】

③
約
百
二
十
万
円

二
に
つ
い
て

お
尋
ね
の
「
開
札
結
果
」
の
意
味
す
る
と
こ
ろ
が
必
ず
し
も
明
ら
か
で
は
な
い
が
、
機
構
か
ら
は
、
御
指
摘
の
「
今
回
問

題
と
な
っ
た
Ｓ
Ａ
Ｙ
企
画
に
対
す
る
契
約
」
で
あ
る
「
扶
養
親
族
等
申
告
書
・
個
人
番
号
申
出
書
デ
ー
タ
入
力
及
び
画
像
化

業
務
」
（
以
下
「
本
件
業
務
」
と
い
う
。
）
は
、
一
般
競
争
入
札
に
よ
り
、
機
構
か
ら
委
託
を
受
け
て
業
務
を
行
う
業
者

（
以
下
「
委
託
先
業
者
」
と
い
う
。
）
を
選
定
し
た
も
の
で
あ
り
、
Ｓ
Ａ
Ｙ
企
画
が
約
一
億
八
千
二
百
五
十
万
円
の
調
達
見

込
み
総
額
に
よ
り
落
札
し
た
と
聞
い
て
い
る
。

三
に
つ
い
て

機
構
か
ら
は
、
Ｓ
Ａ
Ｙ
企
画
の
運
用
仕
様
書
に
よ
れ
ば
、
一
日
当
た
り
約
八
百
人
の
業
務
委
託
員
で
作
業
が
行
わ
れ
る
と

さ
れ
て
い
る
と
こ
ろ
、
Ｓ
Ａ
Ｙ
企
画
が
百
数
十
人
の
業
務
委
託
員
で
本
件
業
務
を
行
っ
て
い
た
こ
と
が
平
成
二
十
九
年
十
月

五



十
六
日
に
判
明
し
た
た
め
、
同
日
以
降
、
機
構
が
Ｓ
Ａ
Ｙ
企
画
に
対
し
て
複
数
回
の
業
務
委
託
員
の
増
員
の
指
示
を
行
っ
た

が
、
当
該
運
用
仕
様
書
に
の
っ
と
っ
た
体
制
が
整
備
さ
れ
る
に
は
至
ら
な
か
っ
た
と
聞
い
て
い
る
。

四
に
つ
い
て

機
構
か
ら
は
、
平
成
二
十
九
年
十
月
の
時
点
で
御
指
摘
の
措
置
は
と
ら
れ
て
い
な
い
と
聞
い
て
い
る
。

五
に
つ
い
て

機
構
か
ら
は
、
「
日
本
年
金
機
構
外
部
委
託
規
程
」（
平
成
二
十
二
年
日
本
年
金
機
構
規
程
第
十
号
。
以
下
「
委
託
規
程
」

と
い
う
。
）
第
十
七
条
第
二
項
及
び
第
三
項
の
規
定
に
基
づ
き
、
Ｓ
Ａ
Ｙ
企
画
に
対
し
て
平
成
二
十
九
年
十
月
二
十
七
日
以

降
複
数
回
業
務
の
実
施
状
況
に
つ
い
て
の
報
告
を
求
め
る
と
と
も
に
、
同
年
十
二
月
八
日
以
降
複
数
回
立
入
検
査
を
行
っ
た

と
聞
い
て
い
る
。

六
に
つ
い
て

機
構
か
ら
は
、
平
成
二
十
九
年
十
二
月
三
十
一
日
に
、
機
構
の
法
令
等
違
反
通
報
窓
口
に
、
匿
名
で
、
委
託
先
業
者
で
あ

る
Ｓ
Ａ
Ｙ
企
画
が
、
契
約
上
原
則
と
し
て
禁
止
さ
れ
て
い
る
再
委
託
を
中
国
の
関
連
事
業
者
に
対
し
て
行
っ
て
い
る
こ
と
を

推
測
さ
せ
る
情
報
提
供
が
あ
り
、
こ
れ
を
受
け
て
平
成
三
十
年
一
月
六
日
に
「
日
本
年
金
機
構
内
部
監
査
規
程
」
（
平
成
二

六



十
二
年
日
本
年
金
機
構
規
程
第
十
四
号
）
第
十
条
に
規
定
す
る
特
別
監
査
を
行
っ
た
と
聞
い
て
い
る
。

七
に
つ
い
て

機
構
か
ら
は
、
五
に
つ
い
て
で
述
べ
た
と
お
り
、
平
成
二
十
九
年
十
月
の
時
点
に
お
い
て
、
Ｓ
Ａ
Ｙ
企
画
に
対
し
て
委
託

規
程
第
十
七
条
第
二
項
に
規
定
す
る
報
告
を
求
め
て
お
り
、
ま
た
、
同
月
時
点
で
Ｓ
Ａ
Ｙ
企
画
が
再
委
託
を
行
っ
て
い
る
こ

と
は
把
握
し
て
い
な
か
っ
た
と
聞
い
て
い
る
。

八
に
つ
い
て

機
構
か
ら
は
、
Ｓ
Ａ
Ｙ
企
画
か
ら
御
指
摘
の
「
再
委
託
」
の
発
注
が
行
わ
れ
た
の
は
、
平
成
二
十
九
年
十
月
十
六
日
か
ら

十
二
月
二
十
五
日
ま
で
と
聞
い
て
い
る
。

九
に
つ
い
て

機
構
か
ら
は
、
五
に
つ
い
て
で
述
べ
た
立
入
検
査
の
際
に
、
併
せ
て
「
日
本
年
金
機
構
個
人
情
報
保
護
管
理
規
程
」
（
平

成
二
十
二
年
日
本
年
金
機
構
規
程
第
十
三
号
。
以
下
「
個
人
情
報
保
護
規
程
」
と
い
う
。
）
第
四
十
九
条
第
三
項
に
規
定
す

る
定
期
的
検
査
等
（
以
下
「
定
期
的
検
査
等
」
と
い
う
。
）
を
行
っ
た
と
聞
い
て
い
る
。

十
に
つ
い
て

七



機
構
か
ら
は
、
御
指
摘
の
「
等
」
に
含
ま
れ
る
も
の
と
し
て
、
外
部
委
託
の
契
約
終
了
時
に
お
い
て
、
当
該
外
部
委
託
の

処
理
の
段
階
で
作
成
し
た
個
人
情
報
等
の
複
写
物
等
の
廃
棄
及
び
消
去
の
状
況
の
検
査
等
が
あ
る
と
聞
い
て
い
る
。

十
一
に
つ
い
て

機
構
か
ら
は
、
御
指
摘
の
よ
う
な
例
は
な
い
と
聞
い
て
い
る
。

十
二
に
つ
い
て

機
構
か
ら
は
、
平
成
三
十
年
三
月
一
日
の
時
点
に
お
い
て
、
委
託
先
業
者
の
数
は
百
十
七
で
あ
り
、
そ
の
う
ち
事
前
に
機

構
の
承
認
を
受
け
て
再
委
託
を
行
っ
て
い
る
業
者
の
数
は
十
六
で
あ
る
と
聞
い
て
い
る
。

十
三
に
つ
い
て

機
構
か
ら
は
、
平
成
三
十
年
三
月
一
日
の
時
点
に
お
い
て
、
二
百
三
十
六
件
の
業
務
委
託
契
約
を
締
結
し
て
お
り
、
こ
の

う
ち
百
八
十
七
件
に
つ
い
て
は
定
期
的
検
査
等
を
実
施
し
て
お
り
、二
十
三
件
に
つ
い
て
は
今
後
実
施
予
定
と
な
っ
て
お
り
、

残
る
二
十
六
件
に
つ
い
て
は
「
日
本
年
金
機
構
外
部
委
託
実
施
要
領
」（
平
成
二
十
二
年
日
本
年
金
機
構
要
領
第
二
十
六
号
。

以
下
「
委
託
要
領
」
と
い
う
。
）
に
基
づ
く
例
外
措
置
と
し
て
検
査
を
省
略
し
て
い
る
と
聞
い
て
い
る
。

十
四
に
つ
い
て

八



機
構
か
ら
は
、
委
託
要
領
に
基
づ
き
、
個
人
情
報
等
が
目
に
触
れ
る
業
務
を
再
委
託
す
る
こ
と
は
で
き
な
い
こ
と
と
し
て

い
る
た
め
、
事
前
に
機
構
の
承
認
を
受
け
て
再
委
託
を
行
っ
て
い
る
委
託
先
業
者
か
ら
業
務
を
委
託
さ
れ
た
業
者
に
対
す
る

定
期
的
検
査
等
は
行
わ
れ
て
い
な
い
と
聞
い
て
い
る
。

十
五
及
び
十
六
に
つ
い
て

機
構
か
ら
は
、
個
人
情
報
保
護
規
程
第
四
十
九
条
第
二
項
に
規
定
す
る
確
認
に
つ
い
て
、
書
面
等
に
よ
り
行
っ
て
い
る
も

の
の
、
業
務
委
託
員
と
の
守
秘
義
務
契
約
書
が
締
結
さ
れ
た
こ
と
の
報
告
の
遅
れ
、
業
務
委
託
員
の
氏
名
等
の
届
出
の
遅
れ

等
不
十
分
な
点
が
あ
っ
た
と
聞
い
て
い
る
。
ま
た
、
同
条
第
四
項
に
規
定
す
る
監
督
に
つ
い
て
は
、
定
期
的
検
査
等
に
よ
り

行
わ
れ
て
い
る
も
の
の
、
不
十
分
な
点
が
あ
っ
た
と
考
え
て
い
る
。
加
藤
厚
生
労
働
大
臣
の
指
示
を
受
け
、
機
構
に
お
い
て

外
部
の
専
門
家
に
よ
る
調
査
組
織
が
設
置
さ
れ
る
予
定
で
あ
り
、
当
該
確
認
や
当
該
監
督
の
不
十
分
な
点
に
つ
い
て
は
、
当

該
調
査
組
織
に
よ
る
調
査
等
の
過
程
で
更
に
検
証
さ
れ
る
も
の
と
考
え
て
い
る
。

十
七
に
つ
い
て

平
成
三
十
年
三
月
二
十
日
に
、
加
藤
厚
生
労
働
大
臣
か
ら
、
機
構
の
水
島
理
事
長
に
対
し
て
、
一
連
の
事
案
に
適
切
に
対

処
す
る
こ
と
、
組
織
の
中
で
意
識
改
革
を
進
め
、
年
金
受
給
者
の
立
場
に
立
っ
て
、
正
し
く
確
実
に
業
務
を
行
う
こ
と
、
今

九



後
、
業
務
を
委
託
す
る
場
合
に
お
け
る
事
務
処
理
の
在
り
方
を
見
直
し
、
こ
う
し
た
事
態
が
二
度
と
生
じ
な
い
よ
う
措
置
す

る
こ
と
等
の
指
示
を
行
っ
た
。
ま
た
、
同
大
臣
の
指
示
を
受
け
、
機
構
に
お
い
て
外
部
の
専
門
家
に
よ
る
調
査
組
織
が
設
置

さ
れ
る
予
定
で
あ
り
、
当
該
調
査
組
織
に
お
け
る
調
査
等
の
結
果
を
踏
ま
え
、
機
構
に
お
い
て
、
再
発
防
止
に
万
全
を
期
す

も
の
と
承
知
し
て
い
る
。
厚
生
労
働
省
と
し
て
は
、
こ
の
調
査
等
の
結
果
を
踏
ま
え
、
社
会
保
障
審
議
会
の
部
会
に
も
諮
り

つ
つ
、
機
構
に
対
し
、
十
分
な
監
督
を
行
っ
て
い
き
た
い
と
考
え
て
い
る
。

十
八
に
つ
い
て

平
成
三
十
年
三
月
二
十
日
に
、
機
構
が
プ
レ
ス
リ
リ
ー
ス
を
行
い
、
機
構
の
水
島
理
事
長
が
記
者
会
見
に
お
い
て
お
詫
び

と
詳
細
な
説
明
を
行
う
と
と
も
に
、
機
構
の
ホ
ー
ム
ペ
ー
ジ
に
お
い
て
も
、
そ
の
ト
ッ
プ
ペ
ー
ジ
の
大
切
な
お
知
ら
せ
欄
に

プ
レ
ス
リ
リ
ー
ス
の
概
要
を
記
載
し
た
ペ
ー
ジ
へ
の
リ
ン
ク
を
掲
載
し
た
と
承
知
し
て
い
る
。

十
九
に
つ
い
て

日
本
年
金
機
構
法
（
平
成
十
九
年
法
律
第
百
九
号
）
第
五
十
一
条
の
規
定
は
、
機
構
の
運
営
の
透
明
性
を
確
保
す
る
趣
旨

の
も
の
で
あ
り
、
同
条
第
一
項
の
規
定
に
お
い
て
機
構
が
定
め
る
規
程
の
う
ち
同
法
に
作
成
等
の
根
拠
が
あ
る
も
の
が
公
表

の
対
象
と
さ
れ
て
い
る
が
、
同
法
第
二
条
第
一
項
に
お
い
て
、
機
構
が
業
務
運
営
に
お
け
る
透
明
性
の
確
保
に
努
め
な
け
れ

一
〇



ば
な
ら
な
い
こ
と
が
定
め
ら
れ
て
い
る
こ
と
を
踏
ま
え
れ
ば
、
お
尋
ね
の
「
委
託
規
程
」
に
つ
い
て
は
、
今
後
、
同
法
第
五

十
一
条
第
二
項
の
規
定
に
基
づ
く
公
表
を
す
べ
き
も
の
で
あ
る
と
考
え
て
い
る
。

二
十
に
つ
い
て

機
構
か
ら
は
、
Ｓ
Ａ
Ｙ
企
画
に
対
し
て
損
害
賠
償
を
請
求
す
る
予
定
で
あ
り
、
そ
の
金
額
及
び
賠
償
請
求
の
時
期
に
つ
い

て
は
現
在
検
討
中
で
あ
る
と
聞
い
て
い
る
。

一
一


